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▪�作業環境測定士の技術能力維持向上のための知識技術の付与
　‌�新任・中堅作業環境測定士講習会／ブラッシュアップ講習／日本作業環境測定協会学術大会／�
作業環境測定インストラクター制度／支部の行う各種技術研修会
▪�国際オキュペイショナルハイジーン協会（IOHA）認証「オキュペイショナルハイジニスト」制度
の運営（養成講座，試験など）

▪化学物質管理専門家，作業環境管理専門家養成のための事業
　養成講習の実施，名簿登載
▪�作業環境測定機関の技術力の維持向上等のための事業
　‌�総合精度管理事業／石綿分析技術の評価事業／石綿・粉じん分析試料の頒布
▪�作業環境測定・改善，化学物質管理，オキュペイショナルハイジーン等に関する情報の提供
▪�作業環境測定・リスクアセスメント（RA）等の実施の促進のための広報等
▪�濃度基準値設定物質の分析可能機関紹介
▪�作業環境測定等に関する図書の刊行
▪�作業環境測定技術等に関する調査研究およびその成果の普及
▪�作業環境測定士登録講習その他の国の登録機関としての各種講習の実施
▪�測定機器の較正事業
▪�化学物質対策行政への協力，内外関連団体，学会等との連携・協力� など
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作業環境測定は，働く方々の健康障害を予防するため，作業環境中の有害物の存在状態を科学的に評価し，作業環境が良
好であるか，改善措置が必要であるかを判断するために行うものです。

■作業環境測定を中心とした「作業環境管理」は，その意義を「品質管理」と同じように考えることができます。

目　　的 メリット

品質管理 製品の品質を維持し，不良品の発生による生産コ
ストのロスを防止する。

1．品質が安定する。
2．ユーザーの信頼が得られる。
3．経営の安定性が保証される。

作業環境管理 作業環境を良い状態に保ち，労働者の健康障害を
防止する。

1．‌�作業環境が良いと，作業者は安心して仕事に集中できる。
2．‌�このため，労働意欲が向上し，生産性の向上につながる。
3．企業としての社会的評価が高まる。

■作業環境測定は，いわば作業場の「健康診断」です。環境が良好なら働く人への悪い影響もないというのが基本の考え方です。
　→�結果が第 1管理区分ならば「現場の環境は良好」＝そこで働いても健康上の問題はなく，いわば健康診断の「所見なし」

に相当します。
　→�結果が第 3管理区分ならば有害化学物質の影響が無視できず改善が必要＝いわば健康診断の「所見あり」に相当します。
■作業環境測定は，優れたリスクアセスメントです。有害作業の作業者への影響を評価します。
　●�リスクアセスメントとは＝「化学物質が，作業を通じて作業者の健康上のリスクを与えているか否か」を評価すること

→�結果が第 1管理区分ならば＝「現場の作業環境は良好」＝有害物の濃度は十分低く，作業者へのリスクは許容範囲内
である（＝作業のリスクアセスメントの結果は許容リスクの範囲内で問題なし）という意味になります。

　●作業環境測定はリスクアセスメントそのものです。両者は次の対応関係にあります。

作業環境測定の手順 リスクアセスメントの手順
0 事前調査 ハザードの特定
1 デザイン

リスクの見積もり2 サンプリング
3 分　　析
4 結果の評価（管理区分の決定） リスクの評価
5 結果に基づく改善（第 3または第 2管理区分の場合） リスク低減措置（リスクが許容リスクを上回る場合）

　●�リスクアセスメントの方法には測定を行わない簡易法（CREATE-SIMPLE）もありますが，実際に測定を行って評価す
る作業環境測定は最も信頼性が高い方法として推奨されています。

「作業環境測定」を実施し，その「結果を評価」して，「作業環境改善の要否を判断」しますが，「作業環境測定」および「結
果の評価」については，次のような約束事があります。

作業環境測定
の実施　　　

原則 1
労働安全衛生法第 65条第 1項
粉じん，有機溶剤などに係る 3ページに示す 1～ 10の作業場について，法令に定める頻度で
測定し，記録を法定年数保存する。

原則 2 労働安全衛生法第 65条第 2項
「作業環境測定基準」に従って測定する。

原則 3 作業環境測定法第 3条
5 つの指定作業場（3ページで青色表示）については，作業環境測定士に測定させる。

作業環境測定
結果の評価

原則 1 労働安全衛生法第 65条の 2第 1項
測定結果の評価に基づいて必要な改善措置等を講ずる。

原則 2 労働安全衛生法第 65条の 2第 2項
測定結果の評価は，「作業環境評価基準」により行う。

原則 3 労働安全衛生法第 65条の 2第 3項
評価の結果を記録し，法定年数保存する。

表紙標語：原　啓子（令和 8年度最優秀賞）

作業環境測定はなぜ必要か

作業環境測定の基本事項
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